
厚生労働大臣が定める掲示事項

令和８年６月１日現在、厚生労働省告示に基づく「療担規則及び薬担
規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等｣は、
下記のとおりです。

Ⅰ 入院基本料に関する事項

1. 病棟の概要について

許可病床数：６０床 療養病棟 ６病棟 新館４階
療養病棟入院基本料１を算定しております
１日に各９人以上の看護職員（看護師及び准看護師）

・看護補助職員が勤務しております
看護職員
・9時00分～17時00分まで1人当たりの受け持ち数は5人以内です
・17時00分～9時00分まで1人当たりの受け持ち数は20人以内です

看護補助職員
・9時00分～17時00分まで1人当たりの受け持ち数は5人以内です
・17時00分～9時00分まで1人当たりの受け持ち数は20人以内です

※上記、看護配置数は令和８年度４月実績による配置数となります

2. 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、
褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘
束の最小化について

＊ 当院では、入院の際に医師、患者さんに関わる多職種が共
同して診療計画を策定し、７日以内に文書によりお渡ししてお
ります

＊ また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全
管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的
拘束の最小化についての基準を満たしております
療養環境の向上に努めております

高知城東病院 令和8年６月１日現在



4. 意思決定支援について

＊ 当院では、人生の最終段階における適切な意思決定支援を推
進する観点から、厚生労働省「人生の最終段階における医療・
ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、
意思決定支援に関する指針を作成しており、患者様とそのご家
族などに対し適切な説明と話し合いを行い、患者様本人の意思
決定を尊重した医療・ケアを提供する事に努めます。

5. 身体的拘束最小化の取り組みについて

＊当院では、多職種による身体的拘束最小化チームを設置し、
緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束を行わない取り組み
を行っております。
身体的拘束は、患者様の自由を制限することであり、尊厳ある
生活を阻むものです。当院では、患者様の尊厳と主体性を尊重
し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が拘束に
よる身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持
ち、緊急、やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない医療・
看護の提供に努めます。

3. 医療安全について

＊ 当院では、職員一人一人が研修・教育などを受け医療安全の
意識を深めるとともに、病院全体で安全管理に関する組織体制
の確立を目指しております。具体的取り組みとしては、医療安
全管理室、相談窓口を設置して事故防止、安全な医療の確保に
努め、患者さまが安心して
安全な医療を受けられるよう、医療安全管理指針を定め取り組
んでいます。



Ⅱ 基本診療料の施設基準等に関わる届出

1. 四国厚生支局への届出事項

基本診療料

療養病棟入院基本料１

電子的診療情報連携体制整備加算３

診療録管理体制加算２

療養病棟療養環境加算１

データ提出加算

認知症ケア加算３

入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ）

2. 基本診療料の施設基準等に関する掲示事項について

①電子的診療情報連携体制整備加算について

当院では、電子的診療情報連携体制整備加算について以下の
通り対応を行っています。
１）オンライン資格確認を行う体制を有しています
２）当該保険医療機関を受診した患者さんに対し、受診歴、

薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得
活用できる体制を有しています

３）患者さんの同意を得たうえで情報を取得しています
別紙１ マイナ受付対応しています （厚生労働省HPより）

        マイナンバーカード使い方 （厚生労働省HPより）
        



Ⅲ 特掲診療料の施設基準等に関わる届出

1. 四国厚生支局への届出事項

Ⅳ 食事療養費・生活療養費に関する事項

1. 四国厚生支局への届出事項

特掲診療料

下肢創傷処置管理料

CT撮影及びMRI撮影

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ）

運動器リハビリテーション料（Ⅲ）

特掲診療料

入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ）

2. 食事サービスに関する掲示事項について

①入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ）について

＊ 当院は、医師の発行する食事箋に基づき、管理栄養士が、患
者さんの疾病・病状・年齢等に適切な栄養量及び内容の食事療
養を行っております。また、管理栄養士により管理された食事
が適時適温で提供しています。（夕食については午後6時以降）

②入院時食事療養費及び入院時生活療養費における標準負担額
について

療養病床（主として長期にわたり療養を必要とする方のため
の病床）に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養

（食事・居住費）にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお
支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時生活療養
費」として負担します（詳しくはお住まいの区市町村にお問
合せください。）



入院患者食事・生活療養標準負担額

区分

医療の必要性が低い方
（医療区分１）

医療の必要性が高い方
（医療区分２・３）

指定難病患者

食費 居住費 食費 居住費 食費 居住費

一般
（住民税課税世帯） 550円 430円 550円 430円 330円 0円

７０歳
未満で
住民税
非課税
７０歳
以上で
低所得
※１

過去１年
間の入院
期間が９０
日以内

270円 430円 270円 430円 270円 0円

過去１年
間の入院
期間が９０
日越

270円 430円 220円 430円 220円 0円

７０歳以上で低所得
※２ 160円 430円 130円 430円 130円 0円

Ⅴ その他掲載が必要な事項

1. 診療明細書発行について

当院では、医療の透明化および患者様への情報提供を推進する観点
から、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる診療
明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で
自己負担のない方につきましても、明細書を無料で発行いたします。

発行する明細書には、
・使用した薬剤の名称
・実施した検査の名称

 ・診療内容や算定項目などが記載されます。

ご家族の方が代理で会計をされる場合には、代理の方にも同様の明
細書が発行されますので、その点をご理解ください。
明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にてその旨をお申し
出ください。

※1 低所得2：世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※2 低所得1：世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除
       （年金所得は控除額を80万円とする）を差し引いたときに0円となる方



2. 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進および
医薬品の供給不足に係る対応について

当院では、医療の質を確保しつつ、患者様の医療費負担の軽減を
図るため、後発医薬品（ジェネリック医薬品）を積極的に採用し
ております。また、近年の医薬品供給不足等の状況に対応するた
め、治療計画の見直しや薬剤の変更など、適切な対応ができる体
制を整えております。 そのため、状況によっては、患者様へ投
与する薬剤が変更となる場合があります。
別紙２ ジェネリック医薬品について（厚生労働省HPより）

3. 一般名処方について

当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進を図る
とともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しておりま
す。現在、一部の医薬品については十分な供給が難しい状況が続
いています。
そのため、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商
品名ではなく、有効成分に基づく「一般名処方」（一般的な名称
により処方箋を発行する方法）を行う場合があります。一般名処
方を行うことで、特定の医薬品が供給不足となった場合でも、同
じ有効成分を含む複数の医薬品から代替薬を選択でき、患者様に
必要な医薬品をより確実に提供しやすくなります。

4. 長期処方せんについて

当院では、患者様の病状や治療内容に応じて、長期処方（長期の
期間にわたる処方箋の発行）を行う場合があります。
長期処方は、・通院負担の軽減・治療の継続性の確保・生活状況
に応じた柔軟な対応などを目的として実施しております。
ただし、長期処方の可否や処方期間は、患者様の病状・治療内
容・安全性を踏まえて医師が判断いたします。 そのため、ご希
望に添えない場合があります。
また、長期処方中であっても、 症状の変化や副作用の確認が必
要な場合には、 適宜受診をお願いすることがあります。
別紙３ 長期処方・リフィル処方箋について （厚生労働省HPより）



5. 長期収載品（先発医薬品）に関する事項

当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進および
医薬品の安定供給に取り組んでいます。 令和８年６月からの制
度変更により、後発医薬品がある先発医薬品（長期収載品）を患
者さんご自身が希望される場合、 厚生労働省の定めに基づき、
通常の自己負担とは別に「特別の料金」が発生します。

① 対象となる処方
・ 院外処方
・ 院内処方（※入院患者さんは対象外）

②対象となる医薬品
以下のいずれかに該当する先発医薬品（準先発医薬品を含む）
が対象です。
・ 後発医薬品が発売され、5年以上経過したもの
・ 後発医薬品への置き換え率が50％以上のもの

③特別の料金（患者さんの追加負担）ついて
令和８年６月から、 先発医薬品と後発医薬品の価格差の
「2分の1」 が特別の料金となります。
例：先発医薬品：100円 後発医薬品：60円 → 差額40円の

1/2＝20円 が追加負担 （通常の1〜3割負担とは別）
※後発医薬品が複数ある場合は、最も高い後発医薬品の価格と比較します。

④ 対象から除外される場合
以下の場合は選定療養費の負担は発生しません。
・ 医師が、医療上の必要性から後発医薬品への変更ができ

ないと判断した場合
・ メーカーの出荷制限等により、後発医薬品の提供が困難

な場合
・ バイオ医薬品

⑤ 用語の説明
長期収載品：後発医薬品（ジェネリック医薬品）がある先発

   医薬品
選定療養費：患者さんの選択によって生じる、保険診療以外

   の費用
別紙４ 先発医薬品を希望した場合の自己負担の仕組み（厚生労働省HPより）



Ⅵ 保険外併用療養費および保険外負担に関する事項

1. 評価療養・選定療養について

当院では、厚生労働省の定めに基づき、評価療養・選定療養に該当
する医療サービスについては、保険診療とは別に費用をいただいて
おります。

■ 評価療養とは先進医療など、保険診療と併用して実施できる特
定の医療技術で、保険適用外の部分については自費負担となり

   ます。
評価療養：なし

■ 選定療養とは患者様の選択により利用される、保険診療に含ま
   れない追加的なサービスで、その費用は 自己負担（自費） と
   なります。

選定療養：特別の療養環境（差額ベッド）※別紙５
：長期収載品 ※前項Ⅴの５を参照

2. 保険外負担（自費）について

当院では、保険診療に含まれないサービスや物品につきまして、
厚生労働省の基準に基づき、保険外負担（自費）として費用をいた
だいております。

■ 保険外負担となる主なもの
文書料（診断書・証明書 等）
カルテ開示、その他、保険適用外となるもの ※ 別紙６

■ CS（ケア・サポート）セット・・・当院では院内の感染対策と
より手厚い看護を行うために導入しております ※ 別紙７

Ⅶ 指定医療機関に関する事項

・保険医療機関
・生活保護指定医療機関
・労災保険指定医療機関
・指定難病に係る指定医療機関 の指定を受けています



別紙１



別紙２



別紙３



別紙４



別紙５



別紙６



別紙７
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